
   職員の給与に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表 
 

新 旧 
   職員の給与に関する条例 

昭和26年11月16日
条例第57号   

（通勤手当） 

   職員の給与に関する条例 
昭和26年11月16日
条例第57号   

（通勤手当） 
第10条 省略 第10条 省略 
２ 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号
に定める額とする。 

２ 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号
に定める額とする。 

(１) 前項第１号に掲げる職員 支給単位期間につき、人事委員会
規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤
に要する運賃等の額（特別急行列車、高速自動車国道その他の交
通機関等の利用が人事委員会規則で定める基準に照らして通勤事
情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し 
、その利用に係る運賃等を負担することを常例とする職員にあつ
ては、人事委員会規則で定めるところにより算出したその者の支
給単位期間の通勤に要する運賃等の額）に相当する額（以下「運
賃等相当額」という。）。ただし、運賃等相当額を支給単位期間
の月数で除して得た額（以下「１箇月当たりの運賃等相当額」と
いう。）が75,000円を超えるときは、支給単位期間につき、75,000
円に支給単位期間の月数を乗じて得た額（その者が２以上の交通
機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合にお
いて、１箇月当たりの運賃等相当額の合計額が75,000円を超える
ときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支
給単位期間につき、75,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて
得た額） 

(１) 前項第１号に掲げる職員 支給単位期間につき、人事委員会
規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤
に要する運賃等の額                     

                               
                               
                               
                               
                  に相当する額（以下「運 
賃等相当額」という。）。ただし、運賃等相当額を支給単位期間 
の月数で除して得た額（以下「１箇月当たりの運賃等相当額」と 
いう。）が60,000円を超えるときは、支給単位期間につき、60,000
円に支給単位期間の月数を乗じて得た額（その者が２以上の交通 
機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合にお
いて、１箇月当たりの運賃等相当額の合計額が60,000円を超える
ときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支
給単位期間につき、60,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて
得た額） 

(２) 省略 (２) 省略 
(３) 前項第３号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自
転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤
距離、交通機関等の利用距離、自転車等の使用距離等の事情を考

(３) 前項第３号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自
転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤
距離、交通機関等の利用距離、自転車等の使用距離等の事情を考



新 旧 
慮して人事委員会規則で定める区分に応じ、前２号に定める額（１
箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が75,000
円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち
最も長い支給単位期間につき、75,000円に当該支給単位期間の月
数を乗じて得た額）、第１号に掲げる額又は前号に定める額 

慮して人事委員会規則で定める区分に応じ、前２号に定める額（１
箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が60,000
円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち
最も長い支給単位期間につき、60,000円に当該支給単位期間の月
数を乗じて得た額）、第１号に掲げる額又は前号に定める額 

３ 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地
域を異にする公署に在勤することとなつたことにより、通勤の実情
に変更を生ずることとなつた職員で人事委員会規則で定めるものの
うち、第１項第１号又は第３号に掲げる職員で、当該異動又は公署
の移転の直前の住居（当該住居に相当するものとして人事委員会規
則で定める住居を含む。）からの通勤のため、特別急行列車、高速
自動車国道その他の交通機関等（以下「特急列車等」という。）で
その利用が人事委員会規則で定める基準に照らして通勤事情の改善
に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用
に係る特別料金等（その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の
算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ 
。）を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規
定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各
号に定める額とする。 

 

(１) 特急列車等に係る通勤手当 支給単位期間につき、人事委員
会規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通
勤に要する特別料金等の額の２分の１に相当する額。ただし、当
該額を支給単位期間の月数で除して得た額（以下「１箇月当たり
の特別料金等２分の１相当額」という。）が20,000円を超えると
きは、支給単位期間につき、20,000円に支給単位期間の月数を乗
じて得た額（その者が２以上の特急列車等を利用するものとして
当該特別料金等の額を算出する場合において、１箇月当たりの特
別料金等２分の１相当額の合計額が20,000円を超えるときは、そ
の者の特急列車等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も
長い支給単位期間につき、20,000円に当該支給単位期間の月数を 
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 乗じて得た額） 

 (２) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額 
 ４ 前項の規定は、国家公務員、職員以外の地方公務員又は人事委員

会規則で定める法人に使用される者（以下「国家公務員等」という。）
であつた者から引き続き給料表の適用を受ける職員となつた者のう
ち、第１項第１号又は第３号に掲げる職員で、当該適用の直前の住
居（当該住居に相当するものとして人事委員会規則で定める住居を
含む。）からの通勤のため、特急列車等でその利用が人事委員会規
則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するもので
あると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担
することを常例とするもの（任用の事情等を考慮して人事委員会規
則で定める職員に限る。）その他前項の規定による通勤手当を支給
される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員
会規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。 

 ５ 第１項第３号に掲げる職員のうち、通勤のため人事委員会規則で
定める橋その他の施設（以下この項において「橋等」という。）を
利用し、当該橋等の利用に係る料金（以下この項において「通行料
金」という。）を負担することを常例とする職員の通勤手当の額は、
前３項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応
じ、当該各号に定める額（その額をその支給単位期間の月数で除し
て得た額の合計額が、前３項の規定による額をその支給単位期間の
月数で除して得た額の合計額に満たないときは、前３項の規定によ
る額）とする。 

 (１) 橋等に係る通勤手当 支給単位期間につき、人事委員会規則
で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要
する通行料金の額（次号において「通行料金相当額」という。）
の２分の１に相当する額 

 (２) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 通行料金相当額を負
担しないものとした場合における前３項の規定による額 

３～６ 省略 ６～９ 省略 


